
綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の民間保育所の外国籍児童の保護者とのやりとりに係る言

語の通訳、翻訳等のための機器（以下「多言語翻訳機」という。）の導入に要する

費用に対し補助金を交付することについて、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関

する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）の規定に基づき、市内に設置された民間保育所の設置者又は当該施設の長

とする。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、多言語翻訳機

を新たに購入するための費用（多言語翻訳機を利用するための環境設定の費用、保

証費用等を含む。）とする。 

２ 多言語翻訳機の利用に当たり生じる通信費等の維持費用については、補助対象経

費としない。 

 （補助額の算出方法） 

第４条 補助額は、補助対象経費の実支出額（その額が１５０，０００円を超える場

合は、１５０，０００円）又は総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の

いずれか低い額に４分の３を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事

業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める

日までに提出しなければならない。 

 (1) 多言語翻訳機の見積書の写し 

(2) 購入予定の多言語翻訳機のカタログ等 



(3) 対象経費の積算資料 

(4) 綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業計画書（第２号様式） 

(5) 綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補助金申請額内訳書（第３号様式） 

２ 前項の規定による申請は、１施設につき１回とする。 

（交付条件） 

第６条 市長は、補助金の交付を決定する場合は、規則第６条の条件のほか、次に掲

げる条件を付するものとする。 

(1) 規則第１５条の規定により市長の承認を受け、補助財産を処分することにより

収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市長に返還すること。 

(2) 取得した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をも

って管理するとともに、その効率的な運営を図ること。 

（変更等の承認） 

第７条 規則第６条第１号又は第２号の承認を受けようとするときは、綾瀬市民間保

育所多言語翻訳機導入事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（第４号様式）に

より、変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする内容及び理由を記載し、関

係書類を添えて市長に提出するものとする。 

 （決定の通知） 

第８条 規則第７条の規定による通知は、綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補

助金（変更）交付決定通知書（第５号様式）によるものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第８条第１項の市長の定める期日は、交付の決定があったことを知った

日から起算して１０日を経過した日とする。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条第１項の規定による実績報告は、綾瀬市民間保育所多言語翻

訳機導入事業補助金実績報告書（第６号様式）によるものとし、次に掲げる書類を

添付しなければならない。 

(1) 多言語翻訳機の納品書及び領収書の写し 

(2) 対象経費の資料 

(3) 綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業実績書（第７号様式） 

(4) 綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業精算額内訳書（第８号様式） 



２ 規則第１２条第１項の市長の定める期日は、補助金を交付した年度の翌年度の４

月５日とする。 

（書類の整備） 

第１１条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした

帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管するもの

とする。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日（補助事業の中止又は廃止の承

認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日）の属する年度の翌年度から起算

して５年間保管するものとする。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年３月１７日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこ

の要綱の規定に基づき交付を決定した補助金に係る第１０条及び第１１条の規定の

適用については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補助金交付申請書 

 

                             年  月  日 

  

 

（宛先）綾 瀬 市 長 

 

申請者 所 在 地 

名   称 

代表者氏名           ○印  

 

年度綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補助金の交付を受けたいので、

次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 施設の名称 

２ 交付申請額              円 

３ 添付資料 

(1) 多言語翻訳機の見積書の写し 

  (2) 購入予定の多言語翻訳機のカタログ等 

 (3) 対象経費の積算資料 

 (4) 綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業計画書（第２号様式） 

 (5) 綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補助金申請額内訳書（第３号様式） 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業計画書 

 

施設の名称 
 

 

機器の品名 

及び型式 

 

購入に要する 

費用 

                   円 

（うち、補助対象経費         円） 

購入予定日 

 

    年  月  日 

購入の目的 

 

 

 

 



   

 

第３号様式（第５条関係）

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１ ⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２ ⑧欄には、⑦欄に４分の３を乗じて得た額（１円未満の端数切捨て）を記載すること。

年度綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補助金申請額内訳書

施設の名称 総事業費
寄付金その他
の収入予定額

差引額
購入に要する

経費
補助基準額 補助基本額 補助対象経費

150,000



第４号様式（第７条関係） 

 

綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）綾 瀬 市 長 

 

申請者 所 在 地 

名   称 

代表者氏名            ○印  

 

年  月  日付けで交付決定を受けた    年度綾瀬市民間保育所多言

語翻訳機導入事業補助金に係る事業を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、関

係書類を添えて申請します。 

 

１ 変更の内容 

変更（中止・廃止）前 変更（中止・廃止）後 

  

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補助金（変更）交付決定通知書 

 

年  月  日  

 

         様 

 

綾瀬市長        □印  

 

年 月 日付けで申請がありました    年度綾瀬市民間保育所多言語翻

訳機導入事業補助金の交付については、綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規

則第５条（第９条）の規定により、次のとおり決定しました。 

 

１ 補助金額            円 

２ 補助条件 

(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、速やか

に市長の承認を受けること。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受け

ること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(4) 規則第１５条の規定により市長の承認を受け、補助財産を処分することにより

収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市長に返還すること。 

(5) 取得した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をも

って管理するとともに、その効率的な運営を図ること。 

 

 

 



第６号様式（第１０条関係） 

 

綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業補助金実績報告書 

 

年  月  日 

 

（宛先）綾 瀬 市 長 

 

補助事業者 所 在 地 

名   称 

代表者氏名           ○印  

 

年  月  日付けで交付決定を受けた    年度綾瀬市民間保育所多言

語翻訳機導入事業補助金に係る事業の実績を次のとおり報告します。 

 

補助金所要額 補助金交付決定額 

 

円 

 

円 

 

添付書類  

(1) 購入備品等の納品書及び領収書の写し 

(2) 対象経費の資料 

(3) 綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業実績書（第７号様式） 

(4) 綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業精算額内訳書（第８号様式） 

 

 

 

 



第７号様式（第１０条関係） 

 

綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業実績書 

 

施設の名称 
 

 

機器の品名 

及び型式 

 

購入費用                    円 

（うち、補助対象経費         円） 

購入日 

 

    年  月  日 

 



 

第８号様式（第１０条関係）

① ② ③ ④（②-③） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
円 円 円 円 円 円 円 円

（記載上の注意）

１　⑦欄は、④欄、⑤欄及び⑥欄を比較し、最も少ない額を記載すること。

２　⑧欄には、⑦欄に４分の３を乗じて得た額（１円未満の端数切捨て）を記載すること。

要補助額

150,000

　　年度綾瀬市民間保育所多言語翻訳機導入事業精算額内訳書

施設の名称 総事業費
寄付金その
他の収入額

差引額
対象経費の
実支出額

既交付決定額補助基準額 補助基本額


